
は じ め に

　本稿の課題は，日本と国際財務報告基準（国際会計基準を含む。以下，

IFRSとする。）におけるその他の包括利益（以下，OCIとする。）項目とリサ

イクリングについて検討を行うことにある。この課題を通じて，リサイク

リングのもつ会計的意味を明らかにすることが目的である。

　リサイクリングは，当期または過去の期間において OCIとして計上さ

れていたものを，利益の実現等を理由に，純利益へ組み替える会計処理で
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ある。日本基準では，すべての OCI項目にリサイクリングが行われるの

に対して，IFRSでは，すべての OCI項目にリサイクリングが行われるわ

けではない。日本では，IFRSにおけるノンリサイクリング処理が我が国

の会計における基本的な考え方とは異なるとして，2015年６月に「企業会

計基準委員会による修正会計基準第２号 その他の包括利益」を公表して

いる。

　リサイクリングをめぐる問題は，利益の見方と密接に関係している。そ

のため，利益の見方が異なれば，リサイクリングを行うかどうかの判断基

準も異なってくる。そこで，リサイクリングがもつ会計的意味を明らかに

する必要がある。

　Ⅰでは，日本における OCI項目とリサイクリングについて検討を行い，

日本においてすべての OCI項目がリサイクリングされる理由を明らかに

する。Ⅱでは，IFRSにおける OCI項目とリサイクリングについて検討を

行い，なぜ IFRSではノンリサイクリング処理が行われるのかを明らかに

する。ⅠとⅡを踏まえたうえで，Ⅲにおいて，現在，日本基準及び IFRS

において，取り組まれているリサイクリングをめぐる動向を概観する。

Ⅰ　日本における OCI項目とリサイクリング

１．包括利益導入の背景

　日本では，商法に基づいて，財産法により純利益計算が行われていた

が，投資者保護の思考の台頭により，損益法に基づく純利益計算へと移行

した。1949年には，経済安定本部・企業会計制度対策調査会（金融庁・企

業会計審議会の前身）が損益法に基づく計算体系をもつ「企業会計原則」を

公表した。日本の制度会計において，収益及び費用の認識は，まず発生主

義により認識が行われ，収益に関しては，さらに実現主義によりその認識

を行う。そして，収益と費用の差額により，純利益の算定が行われるので
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ある。この純利益が収益費用観に基づく利益となる。

　証券・金融商品のグローバル化に伴い，1999年に企業会計審議会から企

業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」（以下，基準第10号とする。）

が公表された。基準第10号によれば，「金融資産の多様化，価格変動リス

クの増大，取引の国際化等の状況下で，投資者が自己責任に基づいて投資

判断を行うために，金融資産の時価評価を導入して企業の財務活動の実態

を適切に財務諸表に反映させ，投資者に対して的確な財務情報を提供する

ことが必要である」（64項 ⑴）とした。「企業会計原則」において，資産の

評価は原価主義を採用していたため，「企業会計原則」と会計基準との間

に相違が生ずることとなった。さらに，基準第10号では，「資産の評価基

準については『企業会計原則』に定めがあるが，金融商品に関しては，本

会計基準が優先して適用される」（１項）としたのである。「一般に公正妥

当であると認められる」ものであった「企業会計原則」よりも，個々の会

計基準が優先されることになったのである。これは，「企業会計原則」が

1982年以降，改訂が行われていないため，「企業会計原則」では対応しき

れない会計事象が生じてきたことを意味する。

　包括利益は，「損益計算書を経由することなく直接に資本の部に記載さ

れる項目の増大に対処するため，とりわけ金融商品の時価評価の問題と密

接な関連をもって導入されたという経緯がある」 1）と指摘される。金融資

産の多様化，価格変動リスクの増大等により，時価評価が導入され，その

評価差額が直接，資本の部に計上されるようになった。資本の部に直接計

上される項目の増加は，損益計算書上の当期純利益と，資本取引を除外し

た純資産の増加とが一致しないという問題を引き起こし，このことが

OCIという概念を生み出したといわれる 2）。

1）　赤城（2007）85頁。
2）　武田（2004）19頁。



536

　一方，2010年６月に公表された企業会計基準第25号「包括利益の表示に

関する会計基準」（以下，基準第25号とする。）では，包括利益導入の経緯に

ついて，次のように述べている。「これまで我が国の会計基準では，包括

利益の表示を定めていなかった。国際的な会計基準において『その他の包

括利益』とされている項目の貸借対照表残高は，純資産の部の中の株主資

本以外の項目として，『評価・換算差額等』に表示され，それらの当期変

動額は株主資本等変動計算書に表示されるが，その当期変動額と当期純利

益との合計額を表示する定めはなかった」（18項）という。IFRS及びアメ

リカの会計基準では，1997年に包括利益の表示が定められており，このよ

うな国際的な会計基準の動きに対応するため，我が国でも，当期純利益の

表示の維持を前提とした上で，包括利益の表示を検討し，基準第25号の公

表に至ったとされている（19項及び20項）。

　金融資産の時価評価導入により，資本直入項目が増大したこと，IFRS

及びアメリカの会計基準ではすでに包括利益の表示が行われていたため，

国際的な動向も鑑みて，日本においても包括利益の表示が導入されること

となった。

２．日本における会計基準等の検討

　2006年に企業会計基準委員会は，討議資料「財務会計の概念フレームワ

ーク」を公表した。討議資料では，財務諸表の構成要素として，資産・負

債・純資産・包括利益・純利益・収益・費用の定義を行っている。討議資

料によれば，資産とは「過去の取引または事象の結果として，報告主体が

支配している経済的資源」（第３章４項）であり，負債とは「過去の取引ま

たは事象の結果として，報告主体が支配している経済的資源を放棄もしく

は引き渡す義務，またはその同等物」（第３章５項）としている。この資

産・負債の定義に用いられている経済的資源とは，キャッシュの獲得に貢
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献する便益の源泉を意味する。実物財に限らず，金融資産及びそれらとの

同等物を含むものであり，将来の便益が得られると期待できるのであれ

ば，繰延費用といわれてきたものでも，資産の定義には必ずしも反するも

のではないという（第３章脚注 ⑶）。討議資料では純資産を「資産と負債の

差額」（第３章６項）としている。これを踏まえて包括利益を「特定期間に

おける純資産の変動額のうち，報告主体の所有者である株主，子会社の少

数株主，及び将来それらになり得るオプションの所有者との直接的な取引

によらない部分」（第３章８項）としている。

　一方，討議資料では純利益を「特定期間の期末までに生じた純資産の変

動額のうち，その期間中にリスクから解放された投資の成果であって，報

告主体の所有者に帰属する部分」（第３章９項）と定義している。OCIは，

当期の包括利益のうち投資のリスクから解放されていない部分と過年度に

計上された包括利益のうち期中に投資のリスクから解放された部分の処理

に伴う調整項目を合わせたもの（第３章12項及び脚注 ⑾）であるという。そ

して，過年度に計上された包括利益のうち期中に投資のリスクから解放さ

れた部分を加えることをリサイクリングということもある（第３章12項及

び脚注 ⑽）という。収益及び費用は，純利益または少数株主損益を増減さ

せる項目であり，特定期間の期末までに生じた資産及び負債の増減に見合

う額のうち投資のリスクから解放された部分であるという（第３章13項及

び15項）。討議資料における収益及び費用の定義には，OCIは含まれてい

ない。日本では，まず収益と費用を決定し，収益と費用に入らなかったも

のが OCIとなる。そのため，OCIは，包括利益と純利益の差額として算

出されることになる 3）。討議資料は，資産と負債を定義づけた上で，純資

産と包括利益の概念を導き出している一方で，「純利益を投資の成果であ

3）　「日本は，OCIを貸借対照表と損益計算書との連結環として意義を見いだ
しているにすぎない」と指摘される。（向（2014）90頁。）
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る業績として重視」 4）している。

　2010年６月に公表された企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する

会計基準」では，包括利益と OCIの定義を行っている。基準第25号によ

れば，包括利益とは「ある企業の特定期間の財務諸表において認識された

純資産の変動額のうち，当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的

な取引によらない部分」（４項）であるという。OCIは「個別財務諸表に

おいては包括利益と当期純利益との間の差額」（５項）であり，「連結財務

諸表においては包括利益と少数株主損益調整前当期純利益との間の差額．

親会社株主に係る部分と少数株主に係る部分を含む」（５項）という。基準

第25号における包括利益の定義は，討議資料による定義を踏襲している。

　現在のところ日本基準における包括利益の導入は連結財務諸表のみであ

り，個別財務諸表への適用を見送っている。この見送りの理由として，

「包括利益は組替調整（リサイクリング）や利益概念と密接に関係するもの

であり，IFRSでは当期純利益の内容が変質してきている可能性があるの

で，これらの点を整理することなく，個別財務諸表で包括利益を表示する

ことは時期尚早である」（39-2項）とされている。日本基準において，包括

利益を表示することは純利益の重要性を低めることを意図するものではな

いのである（22項）。

３．OCI項目とリサイクリング

　日本基準では，その他有価証券評価差額金・繰延ヘッジ損益・為替換算

調整勘定・退職給付に係る調整額等が OCI項目となっている。日本にお

ける OCI項目と組替調整額を示すと表１のようになる。

　表１より，OCIの発生要因は，価格変動，株価変動，為替相場変動，

4）　北村（2007）９頁。
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金利変動等であり，事業活動の遂行上，経営者がコントロールできない外

部的経済事象から生じる純資産の変動であるため，OCIは，不確定要因・

見積要因・変動要因の強い外部的経済事象から生じている点に特徴がある

と指摘される 5）。

　前節より，日本基準では，収益及び費用の定義に OCIは含まれていな

いため，収益及び費用に入らなかったものが OCIとなる。また，包括利

益と純利益に独立した定義が与えられているため，OCIは包括利益と純

利益の差額（包括利益－純利益＝ OCI）として求められる。そして，収益費

用観における純利益を測定・表示するために，OCI項目は，すべてリサ

5）　菊谷（2013）69頁。

表１　日本基準におけるその他の包括利益項目と組替調整額（基準31項）

その他の包括利益項目 組替調整額

その他有価証券
評価差額金

当期に計上された売却損益及び減損等，当期純利益
に含められた金額による。

繰延ヘッジ損益 ヘッジ対象に係る損益が認識されたこと等に伴って
当期純利益に含められた金額による。また，ヘッジ
対象とされた予定取引で購入した資産の取得価額に
加減された金額は，組替調整額に準じて開示するこ
とが適当と考えられる。なお，為替予約の振当処理
は，実務に対する配慮から認められてきた特例的な
処理であることを勘案し，組替調整額及びこれに準
じた開示は必要ないと考えられる。

為替換算調整勘定 子会社に対する持分の減少（全部売却及び清算を含
む。）に伴って取り崩されて当期純利益に含められ
た金額による。

退職給付に係る調整額 企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」
による。

　出所：筆者作成。
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イクリングされることになるのである。期間損益として純利益を表示する

のであれば，収益及び費用は必ず一度，純利益に含められる必要がある。

　OCIと純利益について石川（2013）によれば，「① 財務的・経済的実態

の適正開示（主役）→ ② OCI（仮置き場，脇役）→ ③ リサイクリン

グ → ④ 純利益というプロセス」 6）であるとし，「① 何らかの未確定事項

（評価差額など）→ ② OCI（テンポラリー項目）→ ③ 確定時にリサイクリン

グ → ④ 純利益」 7）であると示している。そして，「重要な点は，OCIはあ

くまで純利益の見地に立っているということであり，包括利益の見地から

すれば，そこでは本来的に純利益とその他の包括利益との区別はない」 8）

という。つまり，「リサイクリング問題の基礎に何があるかは，何が利益

かという利益の考え方と密接に関わる。それだけに重要な論点である」 9）

と指摘している。

　日本では，金融資産の時価評価の導入により，その評価差額等が損益計

算書を経由せずに純資産の部に直接計上されることになった。この純資産

の部に直接計上されていた評価差額等が，包括利益の表示の導入により，

OCI項目となった。包括利益の表示が導入されても，包括利益と純利益

にそれぞれ独立の地位を与えることで，引き続き，純利益計算も行うこと

を維持した。収益費用観に基づく純利益は，実現概念に裏付けられた利益

である。利益として包括利益のみを算定するのであれば，OCIを純利益

に組替える必要がないため，リサイクリングをする必要がない。しかし，

利益として純利益の算定を行うのであれば，未確定事項である OCIが確

定（実現等により）した時に，リサイクリングを行う必要があるのであ

6）　石川（2013）12頁。
7）　同上。
8）　同上，６頁。
9）　同上，15頁。
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る 10）。すなわち，貸借対照表上では時価評価が行われていても，利益計算

の観点からは，これまでの伝統的な実現利益が守られることになる 11）。

Ⅱ　IFRSにおける OCI項目とリサイクリング

１．包括利益一本化から包括利益及び純利益表示への移行

　1973年に国際会計基準委員会（International Accounting Standards Commit-

tee, IASC）が設立され，国際会計基準（International Accounting Standards, 

IAS）が作成されることになる。IASCは，その後，2001年に国際会計基準

審議会（International Accounting Standards Board, IASB）へと改組し，国際財

務報告基準（International Financial Reporting Standards, IFRS）の作成を行って

いく。

　1990年代に IASBの前身である IASCは，イギリス，カナダ，ニュージ

ーランド，オーストラリア，アメリカの会計基準設定機関と協力して G4

＋1を結成した。G4＋1は，1998年に報告書「財務業績の報告：現在の展

望と将来の方向性（Reporting Financial Performance :  Current Practice and 

Future Developments）」を，翌年の1999年に報告書「財務業績の報告：提案

されたアプローチ（Reporting Financial Performance :  A Proposed Approach）」

（以下，G4＋1（1999）とする。）を公表した。G4＋1（1999）では，純利益を

廃止しボトムラインの利益を包括利益とする業績報告モデルを展開し，リ

サイクリングの禁止を主張した。リサイクリングを禁止する理由として，

G4＋1（1999）では，以下の理由を挙げている。

10）　「『確定』とは，その他有価証券では売却，退職給付会計では（平均残存勤
務期間における）年度ごとの従業員の勤務労働の確定（労働対価の発生），
繰延ヘッジ会計ではヘッジ効果の確定である。なお，為替換算調整では在外
子会社の売却（一部売却も含む）・清算である」としている。（石川（2013）
12頁。）

11）　万代（2004）51頁。
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　第一に多くの金融エクスポージャーが存在する状況において，ある項目

の実現は，限定的な価値を有する情報しか提供しない。実現利得は未実現

利益と同様の経済的事象を反映するため，実現は単に利得の確実性を示し

ているに過ぎない（par. 4.12）。第二に，ある項目が不確定の測定値から確

定した測定値になっても，その項目の性質は変わらない（par. 4.14）。第三

に，ある項目を遅延認識することは，項目の性質ではなく，その項目のボ

ラティリティと規模の組合せに対する関心から生じるものである。ある項

目がボラティリティを有しているのであれば，財務業績計算書上において

隠すべきではないとしている（par. 4.15）。

　上述が意味することは，「発達した市場環境のもとでは，実現利得と未

実現利得の間に経済的実質としての相違は存在せず，実現はたんに利得の

確実性を表現するにすぎないので，実現基準に基づく認識の遅延は正当性

をもたない」 12）ということである。つまり，「未実現から実現に移行して

も，項目の業績要素としての性質（例えば営業損益か金融損益か）は変わら

ないということ。業績報告書においては，項目の業績要素としての性質を

適正に表示することが重要なのであって，測定の確実性の程度は考慮する

必要がない」 13）ということである。このことは，実現に裏づけられた純利

益を廃止し，貸借対照表に重きを置き経済的実態を表すことを主眼とする

資産負債観に基づく包括利益こそが，ボトムラインの利益とする主張の表

れである。

　IASBは，2001年にイギリスの会計基準審議会（Accounting Standards 

Board, ASB）と業績報告プロジェクトを開始した。イギリスにおいても，

リサイクリングの禁止が主張されていた。しかし，包括利益の構成要素を

重視する ASBと利益合計を重視する IASBとの間で見解の相違が生じ，

12）　藤井（2006）15頁。
13）　同上，16頁。
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プロジェクトに進展が見られなくなった 14）。その後，IASBは，ASBと取

り組んでいた業績報告プロジェクトを解消し，2004年より FASBとともに

財務諸表の表示プロジェクト（Financial Statement Presentation Project）を開

始する。このプロジェクトは業績表示について，アメリカ基準と IFRSの

違いを減らすことにが目標とされた。

　一連の業績報告プロジェクトでは，包括利益と純利益とではどちらが投

資意思決定に有用であるかが不明確であること，業績報告とは何かという

捉え方が難しい等の理由により，業績とは何かという議論は扱われなくな

った。しかし，このプロジェクトの過程において，IASBは，包括利益一

本化の方針から，包括利益算定の過程で純利益の算定も行うことになる。

その理由は，国際的な広がりをもって支持されている純利益重視の会計慣

行に配慮した結果であると指摘されている 15）。

　IASBでは，利益は包括利益のみという包括利益一本化の根強い思考が

ある。IASBは包括利益を追求しているのであって，純利益は追求してい

ないのである。しかし，アメリカ基準との違いを埋めることや従来からの

純利益重視の会計慣行に配慮した結果，IASBでは，包括利益算定の過程

で純利益の算定も行うことになったのである。

２．概念フレームワークと IAS第 1 号「財務諸表の表示」の特徴

　IASBの概念フレームワークによれば，「一般目的財務報告の目的は，現

在及び潜在的な投資者，融資者及び他の債権者が企業への資源の提供に関

する意思決定を行う際に有用な，報告企業についての財務情報を提供する

ことである」（OB2）という。概念フレームワークは，資産，負債及び持

分を財政状態の測定に直接に関係する構成要素（par. 4.4）とした上で，資

14）　河合（2010）19頁。
15）　藤井（2006）30頁。
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産・負債・持分の定義を行っている。概念フレームワークによれば，資産

とは，「過去の事象の結果として企業によって支配され，かつ，将来の経

済的便益がその企業に流入すると期待される資源」（par. 4.4）である。負

債とは「過去の事象から生じた企業の現在の債務で，その決済により，経

済的便益を有する資源がその企業から流出することが予想されるもの」

（par. 4.4）である。持分とは「企業の負債の全てを控除した後の資産に対

する残余持分」（par. 4.4）であるという。つまり，資産及び負債は経済的

便益に基づいて定義され，持分は資産から負債を控除したものである。

　一方，概念フレームワークは，収益及び費用を利益の測定に直接に関係

する構成要素（par. 4.24）としたうえで，収益及び費用の定義を行ってい

る。概念フレームワークによれば，収益とは，「当該会計期間中の資産の

流入若しくは増価または負債の減少の形をとる経済的便益の増加であり，

持分参加者からの出資に関連するもの以外の持分の増加を生じさせるもの

をいう」（par. 4.25）としている。費用は，「当該会計期間中の資産の流出若

しくは減価または負債の発生の形をとる経済的便益の減少であり，持分参

加者への分配に関連するもの以外の持分の減少を生じさせるものをいう」

（par. 4.25）としている。

　IASBでは，資産及び負債は，経済的便益の観点から定義されており，

収益及び費用は，資産と負債の増減と関わらせて定義している。このこと

から，IASBにおいて，資産負債観に依拠しているという記述はないもの

の，IASBにおける概念フレームワークは，資産負債観に依拠していると

いえる。

　IASBにおいて，包括利益・純利益・OCIは，財務諸表の構成要素とし

て，概念フレームワークでは定義づけされていない。包括利益・純利益・

OCIの定義は，概念フレームワークではなく，IAS第１号において，その

定義づけが行われている。
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　IAS第１号「財務諸表の表示」では，包括利益合計（total comprehensive 

income），純損益，OCI，組替調整額の諸概念を示している。IAS第１号に

よれば，包括利益合計とは「ある期間に，取引または他の事象から生じる

持分の変動（所有者として資格ある所有者との取引を除く）」（par. 7）であり，

「純損益及びその他の包括利益のすべての構成要素を含む」（par. 7）もので

ある。純損益は「収益から費用を差し引いた合計額（その他の包括利益の構

成要素を除く）」（par. 7）であり，「純損益を示すために『純利益（net 

income）』という用語を用いることが可能」（par. 8）としている。OCIとは，

「他の IFRSによって要求または許容されることにより純損益に認識され

ない収益及び費用（組替調整額を含む）の項目」（par. 7）である。OCIを純

利益に組替える会計処理である組替調整によってもたらされる組替調整額

については，「当期または過去の期間において，その他の包括利益として

認識され，当期において純利益に組替えられた金額」（par. 7）と定義して

いる。

　概念フレームワークにおける定義より，IFRSでは，資産・負債の観点

から収益及び費用が定義されているため，収益及び費用は OCIを含む概

念となっている。よって IASBでは，収益から費用を引いたものが包括利

益（収益－費用＝包括利益）であり，ボトムラインの利益となっている。一

方，純利益は，包括利益から OCIを引いたもの（収益－費用－ OCI＝純利

益）として計算されることになる。なぜなら，OCIは，純利益に認識され

ない収益・費用項目であるからである。このことから IFRSでは，OCIが

純利益を決定する要素となっていると指摘される 16）。IFRSでは，OCIを確

定しないと純利益が確定しない仕組みとなっているのである 17）。

　IASBでは，包括利益・純利益・OCIを財務諸表の構成要素として，概

16）　山田（2014a）154頁。
17）　秋葉（2013）394頁。
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念フレームワークでは定義づけを行っていない。また，IAS第１号におけ

る定義も，純利益については，計算式を示しているにすぎず，その意味内

容は示されていない。

３．OCI項目とリサイクリングの可否

　日本の会計基準では，すべての OCI項目にリサイクリングが行われる

のに対して，IASBでは，すべての OCI項にリサイクリングが行われるわ

けではない。また，IFRSには，OCI項目とリサイクリングをめぐる会計

処理に関して明確な枠組みが存在していない。つまり，どのような項目を

OCI項目とし，どのような場合に，リサイクリングを行うか否かの枠組

みがないのである。そのため，IASBでは，純利益を測定・表示する必要

性があるとしながらも，包括利益算定の過程で求められる純利益が，一

体，何を意味しているのか曖昧となっている。IFRSにおける OCI項目の

リサイクリングの可否とリサイクリングを行わない理由を示すと表２及び

表３のようになる。

　表３より，IFRSにおいてリサイクリングを行わない理由は，個々の基

準に拠っている。そのため，リサイクリングを行うか否かの明確な指針が

存在しない。また，IFRSでは，リサイクリングを行わない OCI項目の方

が多い。なぜなら，IASBは，資産負債観に立脚しているため，ボトムラ

インに利益は包括利益であるからである。前節より，利益として包括利益

を算定するならば，そもそも OCI項目をリサイクリングする必要はなか

った。ボトムラインの利益が包括利益であるならば，一度，包括利益とし

て認識された OCI項目は，再び純利益に認識される必要はないのである。

よって，日本基準のように，利益の実現がリサイクリングを行う根拠にも

ならないのである。そのため，IFRSでは，OCI項目とリサイクリングを

めぐる会計処理について明確な枠組みが存在していないと考えられる。



リサイクリングの会計的意味（丸岡）　547

　前節で検討したように，IASBにおいて，包括利益一本化への根強い思

考がありながらも，純利益の算定も行うことにしたのは，妥協によるもの

であるといえる。しかし，包括利益算定の過程で純利益の算定も行うので

あれば，すべての OCI項目にリサイクリングを行うべきである。包括利

益算定の過程で，中間区分として純利益を測定・表示しようとしていると

ころにリサイクリングの意味がある。ただし，ここでいう純利益とは，資

産負債観に基づく包括利益という枠組みの中において求められる純利益で

ある。そのため，従来の収益費用観に基づく純利益とは異質なものである

ことに留意が必要である 18）。

18）　拠って立つ利益観の違いから，収益や費用の項目に違いが生じるからであ
る。その違いをもたらす項目として，例えば，繰延資産と会計上の引当金項
目が挙げられる。

表２　現行の IFRSにおける OCI項目とリサイクリングの可否

リサイクリングを行う項目 リサイクリングを行わない項目

・ IAS第21号在外営業活動体の財務
諸表の換算から生じる為替差額
・ IFRS第９号キャッシュ・フロー・
ヘッジのヘッジ手段に係る利得及
び損失
・ IFRS第９号オプション契約に含ま
れる時間価値
・ IFRS第９号先物契約に含まれる先
物要素及び金融商品の外国通貨ベ
ーシス・スプレッドの価値の変動

・ IAS第16号及び IAS第38号再評価
剰余金の変動
・IAS第19号確定給付制度の再測定
・ IFRS第９号 OCIを通じて公正価値
で測定する資本性金融商品への投
資による利得及び損失
・ IFRS第９号当期純利益を通じて公
正価値で測定するものとして指定
された特定の負債について，当該
負債の信用リスクの変動に起因す
る公正価値の変動の金額
・ IFRS第９号の 5．7．5 項に従って

OCIを通じて公正価値で測定する
資本性金融商品への投資をヘッジ
するヘッジ手段に係る利得及び損
失（ヘッジの非有効部分を含む）

　出所：山田（2014b）を参考に筆者作成。
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表３　現行の IFRSにおける OCI項目とリサイクリングを行わない理由

〈IAS第16号及び IAS第38号再評価剰余金の変動〉
・ 再評価による資産の帳簿価額の変動損益を当期純利益に含めてしまうと，
配当などで社外流出することが可能になり，実体資本の維持ができなくな
るため，当該変動損益を OCIを経由して再評価剰余金として認識してい
る（山田（2014）166項）。

〈IAS第19号確定給付制度の再測定〉
・ IFRSでは，当期純利益への振替に関する一貫した方針はなく，この問題
を2011年に行った IAS第19号の修正で扱うのは時期尚早である。

・ このような振替の時期及び金額を決定するための適切な基礎を識別するの
は困難である（BC 99）。

〈IFRS第９号 OCIを通じて公正価値で測定する資本性金融商品への投資に
よる利得及び損失〉
・日本の持合株式に配慮したもの
・ 持合株式の場合，投資先との営業上の良好な関係の構築など純粋な投資に
対するリターン以外の要因がその保有目的とされる。こうした投資に対す
る利得及び損失の認識は一度だけとすべきで，OCIに利得または損失を
認識した後に，純利益に組替えることは不適切であるとしている（IFRS9 
BC 5. 25）。

〈IFRS第９号当期純利益を通じて公正価値で測定するものとして指定された
特定の負債の信用リスクの変動に起因する公正価値の変動の金額〉
・ 売買目的で金融負債を保有している場合以外には，自分自身の信用リスク
の変動を実現させることはできないからである（BC 5. 35）。

〈IFRS第９号 OCIを通じて公正価値で測定する資本性金融商品への投資を
ヘッジするヘッジ手段に係る利得及び損失の有効部分〉
・ IASBは，このような投資をヘッジするという企業のリスク管理方針（ヘ
ッジの非有効部分も OCIで認識することを含む）を反映することのメリ
ットと，非有効部分に関する一般原則に対する例外を設けることのデメリ
ットを勘案したうえで，前者が後者を上回ると判断してこの例外の導入を
決定した（BC 6. 114及び BC 6. 115）。

　出所：山田（2014a）（2014b）を参考に筆者作成。
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Ⅲ　リサイクリングをめぐる動向

１．IASBにおける公開草案「財務報告に関する概念フレームワーク」

の検討

　2004年に IASBは，FASBと共同で概念フレームワークの改訂作業を行

うことを決定した。2010年に，共同プロジェクトの結果として，IASBと

FASBは，一部改訂が行われた「財務報告のための概念フレームワーク」

を公表した。しかし，これ以降，概念フレームワークの改訂作業の進展は

なくなった。

　IASBの「アジェンダ協議2011」に対するコメントレターでは，IASBに

対して概念フレームワーク・プロジェクトの再開を求める要請が多く寄せ

られた。そこで2012年に IASBは，単独で概念フレームワーク・プロジェ

クトを再開することを決定し，2013年７月にディスカッション・ペーパー

「財務報告に関する概念フレームワークの見直し」（以下，DP（2013）とす

る）を公表した。

　DP（2013）によれば，「アジェンダ協議2011」に対するコメント提出者

は，財務業績の報告（OCIとリサイクリングを含む）を IASBが扱うべき優

先的なトピックとして識別していたという（DP, 8.3）。なぜなら IASBでは，

企業の業績の測定及び報告における純利益及び OCIの役割について明瞭

性が欠けており，OCIが論争の多い事項の「ゴミ捨て場」と認識されて

しまっていること，純利益と OCIとの間の相互関係が不明確である（特

に，リサイクリングの概念と，どのような場合にどの OCI項目をリサイクリング

すべきかについて）ことが指摘されているからである（DP, 8.4）。そして，

2015年５月に公開草案「財務報告に関する概念フレームワーク」が公表さ

れている（以下，公開草案とする）。

　⑴　DP（2013）の検討
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　DP（2013）は，財務諸表利用者が純損益すなわち純利益を有用な業績指

標として見ていることを認識したうえで（DP, 8.19），「概念フレームワー

ク」は純利益を合計または小計として要求すべきという予備的見解を示し

た（DP, 8.26）。そこで，DP（2013）は，純利益とリサイクリングの概念を

維持するアプローチを提案した。

　まず純利益について DP（2013）は，純利益を定義したり直接記述した

りしようとはしていない（DP, 8.35）。純利益に含まれる項目は幅広いこと

から，純利益と OCI項目との区別を，何を純利益に認識できるかではな

く，OCIに認識できる項目の種類を記述することによって行おうとした

のである（DP, 8.35）。これは，純利益を原則的な区分（default category）と

して扱うことを意味している（DP, 8.35）。

　DP（2013）公表後のコメント提出者の大部分は，純利益は企業の業績に

関する主要な情報源であることに同意しており，純利益を概念フレームワ

ークにおいて小計または合計として要求すべきだとした（IASB (2014), 

Agenda ref 10B, par. 1）。しかし，コメント提出者の大部分は，現行のまま概

念フレームワークにおいて純利益を定義せずに，純利益を原則的な区分と

して取り扱うことには反対しており，IASBは，よりすぐれた純利益の定

義と目的を記述すべきだとした。（IASB (2014), Agenda ref, 10I, par. 3）。

　次に，OCIとリサイクリングについて３つのアプローチが提案され，

アプローチ１はリサイクリングの禁止，アプローチ2Aは OCIに対する狭

いアプローチ，アプローチ2Bは OCIに対する広いアプローチである。そ

のうえで，OCI項目を橋渡し項目，ミスマッチのある再測定，一時的な

再測定に分類した 19）。

19）　・純損益における情報の基礎を，財政状態計算書で使用する測定とは異な
る測定に置くためには，それら２つの測定値の間の差異の変動を橋渡し項目
として OCIに表示する（DP, 8.56）。
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　IFRSでは OCIを確定しないと純利益が確定しない仕組みとなっている

ため，DP（2013）では，OCI項目の種類を記述しようとしたのかもしれな

い。しかし，コメント提出者は，DP（2013）はこれら３つの OCI項目の

種類について，明確な説明を行っていないとした。また，コメント提出者

の大部分は，単に広い意味での OCIを好み，OCIの使用の柔軟性を支持

していた（IASB (2014), Agenda ref, 10I, par. 3）。コメント提出者によれば，

IASBは OCIに含められる項目の種類についての議論をする必要はないが，

OCIの使用とすべてもしくはいくつかの OCI項目に対してリサイクリン

グを行うことを支持した（IASB (2014), Agenda ref, 10B, par. 1）。

　コメント提出者による意見を受けて，IASBはスタッフに対し，DP

（2013）において OCIに認識できる項目の種類を記述するよりも，IASBが

OCIを使用する場合のより高度な指針を開発するように指示した（IASB 

(2014), Agenda ref, 10B, par. 24）。以下が公開草案公表に向けての IASBの暫

定的な決定である（IASB (2014), Staff Paper, pp. 14-19）。

　第一に，IASBが特定の基準において，収益及び費用の項目を OCIに含

めることが，当期の企業の業績について主要な情報源として純利益の目的

　　 ・ミスマッチのある再測定とは，場合によっては，ある収益または費用の
項目が，資産，負債または過去のもしくは予定された取引の結び付いた集
合体の一部分だけの影響を表していることがある。これが生じる可能性が
あるのは，その結び付いた集合体の中の項目の１つ（またはある項目の一
部分）が定期的に現在価額に再測定されていて，結び付きのある項目が再
測定されないかまたは認識されるとしても後の時期まで認識されない場合
である（DP, 8.62）。

　　 ・一時的な再測定とは，⒜ 資産の実現または負債の決済が長期間にわた
り行われる，⒝ 当期の再測定が，資産または負債の保有期間にわたり，す
べて元に戻るかまたは著しく変動する（いずれかの方向に）可能性が高い，
⒞ 当期の再測定の全部または一部を OCIに認識することにより，企業が自
らの経済的資源に対して得たリターンの主要な指標としての純損益の目的
適合性と理解可能性が高まる項目をいう（DP, 8.88）。
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適合性を高めるという決定を行わないかぎり，すべての収益及び費用の項

目は純利益に含めるべきである。ただし，反証可能な推定を含む。

　第二に，反証が挙げられる１つの例は，ある測定基礎が財政状態計算書

における資産及び負債の測定に適していて，それとは別の測定基礎が純利

益の測定に適している場合である。このような場合，生じる差額は OCI

の中で報告されるだろう。

　第三に，OCIに含められたすべての収益及び費用の項目は，純利益に

リサイクリングされるべきである。ただし，反証可能な推定を含む。

　反証可能な推定を含めたことは，すべてもしくはいくつかの OCI項目

に対して，リサイクリングを行うべきという DP（2013）に対するコメン

ト提出者の意見を反映していることにもなっている（IASB (2014), Agenda 

ref, 10B, par. 20）。

　⑵　公開草案の検討

　公開草案では，「財務業績に関する情報をより効率的かつ効果的に伝達

するために，収益及び費用は財務業績の計算書において，⒜ 純損益計算

書（これには純損益に係る小計または合計が含まれる）⒝ その他の包括利益の

いずれかに分類される」（par. 7.19）としている。そのうえで，「純損益計算

書の目的を，⒜ 企業が当期中に自らの経済的資源に対して得たリターン

を描写する。⒝ 将来キャッシュ・フローの見通しの評価及び企業の資源

についての経営者の受託責任の評価に有用な情報を提供する」（par. 7.20）

こととしている。したがって，「純損益計算書に含められる収益及び費用

は，企業の当期の財務業績に関する情報の主要な源泉」（par. 7.21）となる

のである。

　公開草案では，すべての収益及びすべての費用が純損益計算書に含まれ

ることになるという推定があるとし，この推定は，以下のものについては

反証ができないとしている（par. 7.23）。
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　⒜　歴史的原価で測定される資産及び負債に関連する収益または費用

　⒝　現在価額で測定される資産及び負債に関連する収益または費用の構

成部分のうち，区分して識別されていて，関連する資産及び負債を歴

史的原価で測定したならば生じるであろう種類のもの。例えば，利付

資産が現在価額で測定され，金利収益が当該資産の帳簿価額の変動の

構成部分の１つとして識別される場合は，その金利収益を純損益計算

書に含めることが必要となる。（par. 7.23）

　一方，すべての収益及びすべての費用が純損益計算書に記載されるとい

う仮定が反証できるのは，下記の場合のみであるとしている（par. 7.24）。

　⒜　当該収益若しくは費用（またはその構成部分）が，現在価額で測定さ

れる資産または負債に関連するものであり，7. 23項 ⒝ に記述した種

類のものではなく，かつ，

　⒝　当該収益若しくは費用（またはその構成部分）を純損益計算書から除

外することが，当期の当該計算書の中の情報の目的適合性を高めるこ

ととなる。（par. 7.24）

　これに該当する場合，当該収益若しくは費用（またはその構成部分）は

OCIに含められることになるという（par. 7.24）。

　このように，公開草案では，ある収益及び費用を，純損益計算書から除

外することで，純損益計算書の目的適合性が高まるのであれば，ある収益

及び費用は，OCI項目に含められることになるとしている。OCIに含め

られた項目のリサイクリングについて公開草案では，「収益または費用が

ある期間においてその他の包括利益に含められる場合には，それが将来の

どこかの期間において純損益計算書に振り替えられることになるという推

定がある。この振替は，その将来の期間において純損益計算書に含められ

る情報の目的適合性が高まる時点で行われる」（par. 7.26）としている。そ

して，こうした推定が反証できる例として，以下のものを挙げている。
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「振替が純損益計算書における情報の目的適合性を高めることとなる期間

を識別するための明確な基礎がない場合である。そうした基礎を識別でき

ない場合は，当該収益または費用をその他の包括利益に含めるべきではな

いことを示唆している可能性がある」（par. 7.27）という。

　上述に示した，DP（2013）公表後のコメント提出者の意見及び意見に基

づく IASBの暫定的な決定が，公開草案に反映されている。主に公開草案

では，反証できないものと反証できるものについて，言及している。

　公開草案の公表にあたり，結論の根拠では，「OCIの使用に関する提案

を開発する際に，IASBは，基準における OCIの現在の使用及び使用の提

案を検討した。IASBは，OCIの使用のそれぞれに説明があるが，それら

のケースのすべての基礎にある単一の概念的根拠はないことに留意してい

る」（BC 7.35）という。したがって，「IASBは，『概念フレームワーク』に

おいて，どのような場合に収益または費用の項目を純損益計算書または

OCIに含めるべきなのかを定義するかまたは精密に記述することは，実

行可能ではなく適切でもないと判断した。その代わりに，IASBは，『概念

フレームワーク』に，このトピック及び事後的な分類変更に関するハイレ

ベルのガイダンスを記載することを提案している」（BC 7.36）という。

　結論の根拠によれば，どのような項目を OCI項目に含めるべきか否か

を決める枠組みを定義することは，OCI項目について単一の概念的根拠

がないため，実行不可能であるとしている。このことは，前節で検討した

ように，IASBではボトムラインの利益が包括利益であるため，リサイク

リングが重要視されていないこと，個々の基準により，リサイクリングを

行うかどうかの判断基準が示されているため，OCI項目とリサイクリン

グをめぐる明確な枠組みが存在していないことにより，OCI項目につい

て単一の概念的根拠がないのである。また，IASBでは利益の実現に重き

を置いていないため，リサイクリングを行うかどうかの判断基準も，利益
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の実現等が理由ではなく，リサイクリングを行うことで，目的適合性をも

たらされるかどうかという基準になっているといえる。しかし，何をもっ

て，目的適合性があるかどうかということは示されていない。

　現行の IASBでは，概念フレームワークにおける財務諸表の構成要素と

して，純利益の定義づけは行われておらず，IAS第１号において，定義づ

けがなされている。しかも，IAS第１号における定義も計算式を示してい

るにすぎなかった。DP（2013）公表後におけるコメント提出者の大部分

も，現行のまま概念フレームワークにおいて純利益を定義せずに，純利益

を原則的な区分として取り扱うことには反対をしており，IASBは，より

すぐれた純利益の定義と目的を記述すべきだとした（IASB (2014), Agenda 

ref, 10I, par. 3）。

　しかし，公開草案の結論の根拠において，「IASBは，純損益の堅牢かつ

適切な定義は，『概念フレームワーク』では実行可能ではないであろう。」

（BC 7.41）としている。IASBが概念フレームワークにおいて純利益の定義

づけを行うことができないのは，IASBにおける純利益が，包括利益とい

う枠組みの中の純利益であることに起因する。そのため，徳賀（2014）で

は，純利益に構成要素としての地位を得るためには，包括利益計算の途中

経過ではない独立した意義を与える必要があると指摘している  20）。

２．日本における修正国際基準（JMIS）の検討

　日本では，すべての OCI項目に対してリサイクリングを行うのに対し

て，IFRSでは，すべての OCI項目に対してリサイクリングを行うわけで

はない。この考え方の違いは，どの利益を重視しているかということに起

因していた。つまり，日本では純利益を重要視していることから，すべて

20）　徳賀（2014）13頁。
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の OCI項目にリサイクリングを行う。これに対して，IASBでは，前節の

検討から純利益を表示すべきであるという方向性に移行してはいるもの

の，その利益計算構造は，包括利益をボトムラインとする利益計算構造で

ある。そのため，OCI項目がすべてリサイクリングされるわけではない。

公開草案においても，リサイクリングを行わない場合の例示が挙げられて

いた。

　日本では，このように日本基準と IFRSとで明らかに会計における基本

的な考え方が異なる場合には，日本において受け入れ可能か否かを判断し

たうえで，必要に応じて，一部の会計基準等を「削除または修正」するエ

ンドースメント手続を導入している（Ⅱ-6）。

　2013年６月に企業会計審議会は「IFRSへの対応のあり方に関する当面

の方針」を公表した。「当面の方針」では，単一で高品質な国際基準の策

定という目標を実現するために，我が国でも主体的に取り組む必要がある

という基本的な考え方を示した。2014年７月には，修正国際基準公開草案

が公表され，2015年６月に「企業会計基準委員会による修正会計基準第１

号のれんの会計処理」及び「企業会計基準委員会による修正会計基準第２

号その他の包括利益の会計処理」が公表された。本節では，「企業会計基

準委員会による修正会計基準（Japan’s Modified International Standards :  JMIS）

第２号その他の包括利益の会計処理」（以下，JMIS第２号とする。）をとりあ

げる。

　企業会計基準委員会は，「2013年６月に企業会計審議会により公表され

た「国際会計基準（IFRS）への対応のあり方に関する当面の方針」を受け，

国際会計基準（IFRS）のエンドースメント手続を開始している。初度エン

ドースメント手続は，2012年12月31日現在で IASB により公表されている

会計基準等を対象に実施された」（14項）としている。そして，「審議の結

果，IFRSで定められている，その他の包括利益に計上した後に，純損益
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に組替調整（リサイクリング処理）しない会計処理，いわゆるノンリサイク

リング処理については，我が国における会計基準に係る基本的な考え方と

相違が大きいため，IASBにより公表されている会計基準等の規定に「削

除または修正」を行うこととした」（15項）という。そこで，JMIS第２号

では，OCIに含まれた項目をすべてリサイクリングする理由とし，以下

の理由を挙げている（18項）。

　第一に，リサイクリング処理を行う場合，全会計期間を通算した純損益

の合計額とキャッシュ・フローの合計額は一致するが，ノンリサイクリン

グ項目が生じると純損益に反映されないキャッシュ・フローが存在するこ

ととなり，純損益の性格が変質するとともに，純損益の総合的な業績指標

としての有用性が低下すると考えられる。

　第二に，包括利益は，投資の目的に応じたキャッシュ・フローの不確定

性が残っている段階での測定値による純資産の単なる期間差額であるが，

純損益は，投資の目的に応じて投資に企業の事業活動の成果に関する不確

定性が十分に減少した時点での実際の成果情報を提供するものであると考

えられる。

　第三に，包括利益と純損益の相違は，一部の資産及び負債について貸借

対照表で使用される測定基礎と純損益を算出するために使用される測定基

礎との相違から生じるものであり，本質的には時期の相違と考えられる。

リサイクリング処理を行うことにより，概念上，全会計期間を通算した純

損益の合計額は，全会計期間を通算した包括利益の合計額と等しくなる。

　第四に，受託責任の観点からもリサイクリング処理が必要であると考え

ている。受託責任の観点からは，純損益は包括的であるべきであり，たと

え一部の取引または事象が非反復的と考えられる場合であっても，経営者

の能力の評価に影響が生じるため，純損益に含められるべきであると考え

る。
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　このように，日本がすべての OCI項目にリサイクリングを行うことを

主張しているのは，「日本における会計基準に係る基本的な考え方には，

企業の総合的な業績指標としての当期純利益の有用性を保つこと」（Ⅱ

-10）が含まれているからである。リサイクリングは，業績指標としての

純利益の有用性を保つために必要な会計処理である。

お わ り に

　リサイクリングをめぐる問題は，利益の見方と密接に関わる。OCI項

目のリサイクリング処理は，収益費用観に基づく純利益を前提とした計算

体系であるがゆえに，必要な処理であった。期間損益として純利益を表示

するのであれば，収益及び費用は必ず一度，純利益に含められる必要があ

る。そのためには，リサイクリング処理が重要となる。そのことが，業績

指標としての純利益の有用性を保つことにつながるのであった。

　一方，ボトムラインの利益が包括利益であるならば，リサイクリングを

行う必要はない。なぜなら，リサイクリング処理は純利益を利益として重

要視している場合に必要な処理だからである。よって，IFRSでは，包括

利益を重要視していることから，ノンリサイクリング処理が存在すること

になる。しかし，IFRSでは，包括利益算定の過程で純利益の算定を行っ

ている。純利益の算定を行うのであれば，OCI項目はすべてリサイクリ

ングされる必要がある。

　リサイクリングの会計的意味は，包括利益算定の過程で，中間区分とし

て純利益を測定・表示しようとするところにある。期間損益として純利益

を表示するのであれば，収益及び費用は必ず一度，純利益に含められる必

要があることから，OCI項目にリサイクリングを行うべきである。ただ

し，IFRSにおいて算定される純利益は，資産負債観に基づく包括利益と

いう枠組みの中の純利益である。そのため，OCI項目すべてにリサイク
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リングを行ったとしても，収益費用観におけるところの純利益とは同質で

はないことに留意する必要がある。

　現行の IASBでは，どのような項目を OCI項目に含めるべきか否かを

決める枠組みを定義することは，OCI項目について単一の概念的根拠が

ないため，実行不可能であるとしている。IASBでは利益の実現に重きを

置いていないため，リサイクリングを行うかどうかの判断基準も，利益の

実現等が理由ではなく，リサイクリングを行うことで，目的適合性をもた

らされるかどうかという基準になっている。しかし，何をもって，目的適

合性があるかどうかということは示されていない。このように，リサイク

リングをめぐる議論は，概念的根拠の確立がなされていない部分も多いた

め，今後の動向に注目したい。
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